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金属探知機・エックス線カメラを使った身体・手荷物検査を

中止するよう求めます

（

■■■■､ ’ ｜の判決を聞きに法廷に急いでいた私たちが,裁
判所の玄関で見たのは、空港で見かけるエックス線カメラと金属探知機を使っ

た原告や傍聴者に対する身体・手荷物検査でした。裁判所に入るのに時間がか

かり、判決言い渡しに間に合i2nk迎重嘩堕かと心配Lました.0

「今回の検査施行は東京、札幌に続き3例目で、高等裁判所によれば、庁舎の

入り口を本館と別館の正面玄関のみにし、職員や法曹関係者らを除く来庁者は

警備員の検査を受ける。福岡地裁では今後、指定暴力団の公判が予定されてい

る｡」と報道されています。

検査を行う裁判所の態度は､裁判を受ける市民には威圧的に映ります｡また、

金属探知機･エzソZ乙遼左主乏室鐘三た身恢手荷物検査は憲法で保障された権⑨
利の侵害です。

檬査態勢導入の理由が明確ではなく、また､今回の検査実施が暫定的にもので

ある保障がない以上、この検査体制が市民の公開の裁判を受ける塞鋤握壹皇⑨
れることにつながるおそれがあります。
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結論

金属探知機・エックス線カメラを使った身体・手荷物検査を中止するよう求め
ます

■
１賛同団体同団体（順不同）
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